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当院の医師労働環境改善への取り組み

医師不足対策

労働時間短縮

医療従事者攻撃への対応

・病院の役割と任務の再考 → 臨床研修病院、地域医療支援病院

・戦略的に外来数減尐 ・小児科4人体制から2人体制への対応

・耳鼻科、皮膚科、整形外科の非常勤化 → 逆紹介の推進

・放射線科医2人 → 1人 → 非常勤化 外部委託化

・委託女性医師の採用 ・院内保育施設 ・病児保育開始

・医療秘書の導入

・週1回の研究日と土曜日の休診

・医療秘書（診断書類作成補助）導入

・外来業務の簡素化→病棟業務、手術・検査業務

・当直明けや交代制勤務の追及

・安全、安心神話 → 医療の限界と不確実性の説明

・インフォームドコンセント書類作成ソフト

・医療事故や重大な有害事象への初期対応、クレーマー対応

・健康スクエア：患者とのコラボレーション

「患者の言い分、医者の言い分」寸劇開催



医療クラーク（秘書）育成の背景

1. マグネットホスピタルの実現。

2. 煩雑な書類作成や事務手続きの増加による勤務医の疲弊感の増加。

免許職種が「やるべきこと」と「そうでないこと」を把握し、本来その職種が「やるべき」業務に専念できる環境づくり。

4. 各種入院証明書など書類が時間外や休日において作成されている実態。

5. 地域医療支援病院認定に向けての取り組み
（逆紹介の増加）や外来の待ち時間対策の検討。

6. 病棟オーダーリング導入による病棟クラーク業務の
効率化が図れるため外部委託の検討。

3. 書類作成までの時間がかかりすぎる事への苦情の増加。



医療クラーク導入経過

平成17年6月 試験的に1名配置外科外来と小児科外来にて医療秘書の仕事探し

平成18年1月 外科外来2名体制

3月 外科外来2名、小児科1名 計3名体制

4月 内科外来1名移動

5月 文書担当1名を医事課より移動 計4名体制

9月 1名増員 計5名体制

12月 1名増員 計6名体制

トランスクライバー1名と併せて 7名

平成20年4月医局秘書課を置く 11名

平成22年12月現在 16名

平成17年 平成18年 平成19年 平成20年 平成22年平成21年



医療クラーク（秘書）の体制

現在 20対1補助体制加算



医療クラーク（秘書）の業務



医療ｸﾗｰｸ（秘書）の教育研修プログラム

※32時間の座学研修については日本病院会主催のプログラムを履修



医療クラーク導入初期の人材確保コスト

医療クラーク7名

外部委託5名

人件費コスト1,380万円/年間増加

勤務医の負担軽減
外来業務負担軽減

書類完成までの時間短縮
時間外労働の減尐

→人件費コスト減尐？？

他部門
から
の移動

病棟事務
病棟オーダーリング導入による

業務の効率化



医療ｸﾗｰｸ（秘書）に関するアンケート

煩雑な外来業務が省けて
楽になった

時間外や休日に書類を作成したので
時間外労働時間も減り、
業務が楽になった

その他の良い影響が認められた

医療クラークとは係わっていないので
わからない

良い影響も悪い影響もない
反って煩雑になった

34名（87％）

15名（38％）

6名
（15%)

2名(5%)

37名(95%)

0名(0%)

医療に専念できる
書類作成のストレス解消
チームで働いている実感
暇になった
早く患者に書類を渡せる
台帳業務をやってもらえる



診断書出来上がり平均日数
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医療ｸﾗｰｸ導入 H18.5
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平成15年度16年度 17年度 18年度 19年度 20年度 21年度
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55人医療クラーク導入
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医師時間外手当の推移



医師事務作業補助加算の再評価

改正前 改定後

【医師事務作業補助体制加算】

（入院初日）

1. 25対1補助体制加算 355点 改

2. 50対1補助体制加算 185点 改

3. 75対1補助体制加算 130点 改

4. 100対1補助体制加算 105点 改

【医師事務作業補助体制加算】

（入院初日）

1. 15対1補助体制加算 810点 新

2. 20対1補助体制加算 610点 新

3. 25対1補助体制加算 490点 改

4. 50対1補助体制加算 225点 改

5. 75対1補助体制加算 180点 改

6. 100対1補助体制加算 138点 改

○現在当院は、（災害拠点病院、地域医療支援病院）20対1補助体制加算610点を算定している。
平成10年10月より

○25対1の場合（災害拠点病院、地域医療支援病院） 314÷25＝12.56 13人で申請
○加算による金額は、 4,900円×600人＝2,940,000円 2,940,000円×12ヶ月＝35,280,000円

43,920,000－35,280,000＝8,640,000

○20対1の場合（災害拠点病院、地域医療支援病院） 314÷20＝15.7 16人で申請
○加算による金額は、 6,100円×600人＝3,660,000円 3,660,000円×12ヶ月＝43,920,000円



チーム医療構築過程における役割分担の再考

医師の業務 看護師の業務

診療業務

事務作業

看護師本
来のケア

配薬・残薬チェック

医療機器管理

朝の病棟採血

看護補助業務

医療クラーク
⇒医師事務作業補助者加算

看護補助加算

臨床検査技師平成元年～

臨床工学技師平成9年～

病棟薬剤師平成14年～

認定看護師・専門看護師

特定看護師
医介輔？

救命救急士
市民による
AED



終


